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(57)【要約】
【課題】蓄電池の運用及びコストを考慮しつつ、蓄電池
の能力を最大限引き出し、かつ均等に蓄電池を利用する
電力系統の運用方法、運用装置および蓄電池管理装置を
提供することを目的とする。
【解決手段】上記課題を解決するために、本発明におい
ては、複数の蓄電池装置と複数の発電機を備えた電力系
統の運用方法において、予定日の予定時間帯に電力供給
可能な蓄電池による電力量を求め、この蓄電池による電
力量を含めた電力系統の経済負荷配分計算を実施し、定
められた前記蓄電池について、予定日の予定時間帯に前
記蓄電池による電力供給を実行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の蓄電池装置と複数の発電機を備えた電力系統の運用方法において、
予定日の予定時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による電力量を求め、この蓄電池による
電力量を含めた電力系統の経済負荷配分計算を実施し、定められた前記蓄電池について、
前記予定日の予定時間帯に前記蓄電池による電力供給を実行することを特徴とする電力系
統の運用方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の電力系統の運用方法において、
前記予定日の予定時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による電力量を求めるときに、個々
の蓄電池装置の需要家における運転計画を考慮することを特徴とする電力系統の運用方法
。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の電力系統の運用方法において、
前記予定日の予定時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による電力量を求めるときに、個々
の蓄電池装置の出力（ｋｗ）と容量（ｋｗｈ）からの制約条件を考慮することを特徴とす
る電力系統の運用方法。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の電力系統の運用方法において、
前記予定日の予定時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による電力量を求めるときに、個々
の蓄電池装置の効率を考慮することを特徴とする電力系統の運用方法。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の電力系統の運用方法において、
前記予定日の予定時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による電力量を求めるときに、電力
系統における時間帯別コストを考慮することを特徴とする電力系統の運用方法。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の電力系統の運用方法において、
前記予定日の予定時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による電力量を求めるときに、予定
時間帯での蓄電池使用ができるように、事前に蓄電池の運用状況を変更することを特徴と
する電力系統の運用方法。
【請求項７】
　複数の蓄電池装置と複数の発電機を備えた電力系統の運用方法において、
予定日の予定時間帯を指定し、
当該時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による最大電力量を求め、
この蓄電池による最大電力量を含めた電力系統の経済負荷配分計算を実施し、
経済負荷配分計算の結果定められた条件下で前記蓄電池により供給可能な電力量を定め、
前記再決定された電力量の蓄電池について、予定時間帯に前記蓄電池による電力供給を実
行することを特徴とする電力系統の運用方法。
【請求項８】
　複数の蓄電池装置と複数の発電機を備えた電力系統の運用方法において、
予定日の予定時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による電力量を含めた電力系統の経済負
荷配分計算を実施し、前記予定日の予定時間帯に前記蓄電池による電力供給を実行するこ
とを特徴とする電力系統の運用方法。
【請求項９】
　複数の蓄電池装置と複数の発電機を備えた電力系統の運用装置において、
予定日の予定時間帯を指定する手段、
当該時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による最大電力量を求める電力量算出手段、この
蓄電池による最大電力量を含めた電力系統の経済負荷配分計算を実施する経済負荷配分計
算手段、
経済負荷配分計算の結果定められた条件下で前記蓄電池により供給可能な電力量を定める
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電力量決定手段、
前記再決定された電力量の蓄電池について、予定時間帯に前記蓄電池による電力供給を実
行する蓄電池制御手段を備えることを特徴とする電力系統の運用装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の電力系統の運用装置において、
前記電力量算出手段は、個々の蓄電池装置の需要家における運転計画を入力する手段を備
え、予定日の予定時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による電力量を求めるときに、前記
運転計画を考慮することを特徴とする電力系統の運用装置。
【請求項１１】
　請求項９または請求項１０に記載の電力系統の運用装置において、
前記電力量算出手段は、個々の蓄電池装置の出力（ｋｗ）と容量（ｋｗｈ）についての制
約データを入力する手段を備え、予定日の予定時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による
電力量を求めるときに、前記出力（ｋｗ）と容量（ｋｗｈ）からの制約条件を考慮するこ
とを特徴とする電力系統の運用装置。
【請求項１２】
　請求項９から請求項１１のいずれかに記載の電力系統の運用装置において、
前記電力量算出手段は、個々の蓄電池装置の効率を入力する手段を備え、予定日の予定時
間帯に電力供給可能な前記蓄電池による電力量を求めるときに、個々の蓄電池装置の効率
を考慮することを特徴とする電力系統の運用装置。
【請求項１３】
　請求項９から請求項１２のいずれかに記載の電力系統の運用装置において、
前記電力量算出手段は、電力系統における時間帯別コストを入力する手段を備え、予定日
の予定時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による電力量を求めるときに、電力系統におけ
る時間帯別コストを考慮することを特徴とする電力系統の運用装置。
【請求項１４】
　請求項９から請求項１３のいずれかに記載の電力系統の運用装置において、
前記電力量算出手段は、予定日の予定時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による電力量を
求めるときに、予定時間帯での蓄電池使用ができるように、事前に蓄電池の運用状況を変
更する制御指令を与える制御手段を備えることを特徴とする電力系統の運用装置。
【請求項１５】
　複数の蓄電池装置と複数の発電機を備えた電力系統を中央給電指令装置からの指令によ
り運用する電力系統の運用装置であって、
中央給電指令装置に備えられ予定日の予定時間帯を指定する手段、
蓄電池管理装置に備えられ当該時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による最大電力量を求
める電力量算出手段、
中央給電指令装置に備えられこの蓄電池による最大電力量を含めた電力系統の経済負荷配
分計算を実施する経済負荷配分計算手段、および経済負荷配分計算の結果定められた条件
下で前記蓄電池により供給可能な電力量を定める電力量決定手段、
蓄電池管理装置に備えられ前記再決定された電力量の蓄電池について、予定時間帯に前記
蓄電池による電力供給を指示する指示手段、
電力系統各所に設置され充放電制御機能と通信機能とを有し、前記蓄電池管理装置に蓄電
池情報を送信するとともに、前記蓄電池管理装置からの電力供給指示に従い充放電制御を
実行する蓄電池装置を備えることを特徴とする電力系統の運用装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の電力系統の運用装置において、
前記蓄電池管理装置に送信する蓄電池情報として、当該蓄電池装置の運転計画、当該蓄電
池装置の制約データ、蓄電池装置の効率を含むことを特徴とする電力系統の運用装置。
【請求項１７】
　請求項１５、または請求項１６に記載の電力系統の運用装置において、
前記蓄電池管理装置は、中央給電指令装置から電力系統における時間帯別コストを得るこ
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とを特徴とする電力系統の運用装置。
【請求項１８】
　電力系統各所に設置され充放電制御機能と通信機能とを有する蓄電池装置と、該蓄電池
装置が供給する電力量を加味した経済負荷配分計算を実行して電力系統の複数の発電機に
出力指令を与える中央給電指令装置に接続された蓄電池管理装置において、
蓄電池管理装置は、前記中央給電指令装置から指定された予定日の予定時間帯に電力供給
可能な前記蓄電池による最大電力量を求める電力量算出手段と、
中央給電指令装置での経済負荷配分計算の結果定められた前記蓄電池装置により供給可能
な電力量を前記蓄電池装置に送信する送信手段を備える
ことを特徴とする蓄電池管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力系統の運用方法、運用装置および蓄電池管理装置にかかり、特に電力系
統に設置された蓄電池を電力系統全体で管理し、電力需給バランス及び電力コスト最小化
に貢献する電力系統の運用方法、運用装置および蓄電池管理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電力系統の運用としては、電力需給バランスを維持する需給運用と、発電所で発
電した電力を電圧などの電力品質を確保し需要家に届ける系統運用が主な運用である。
【０００３】
　１つ目の需給バランスを維持するための需給運用として、電力会社では需給制御を行っ
ている。需給制御とは、時々刻々と変動する負荷に対して発電量を一致させるための制御
であり、十数分以上の長周期成分を対象とする経済負荷配分制御と、数分から数十分の短
周期成分を対象とする周波数制御からなる。
【０００４】
　このうち、経済負荷配分制御では、電力系統全体の発電費用を考慮して、系統に並列す
る火力、水力、原子力などの発電機を決定する。かつ各発電所の最適出力配分を決定する
いわゆる経済運用の対象とし、あらかじめ定めた１日の間の負荷曲線（日負荷曲線）に基
づいて計画運転を行っている。
【０００５】
　一方周波数制御では、周波数と連系線潮流の検出値から需給不平衡を算出し、これに基
づき発電機調整指令を各発電所に与えている。この場合に周波数制御の対象となるのは火
力、水力発電機であり、出力が大きい原子力発電機は一定負荷運転とされることが多い。
この点に関し、将来的には、地球環境問題を鑑みて、温室効果ガスを排出する火力発電機
を減らして原子力発電所を増やしてく傾向にある。そのため、出力調整が容易な火力が減
ることで、需給調整が難しくなっていくことが想定される。
【０００６】
　次に、２つ目の系統運用として、変電や送電設備において電力を制御することで電力品
質を確保し、需要家に届けるという責務を担っている。ただ最近では、分散型電源の導入
量の増加や、オール電化の普及などで負荷が増加する傾向にある。この結果、負荷量が変
電所や柱上変圧器の容量などを上回ることが想定され、供給信頼度を確保するために設備
投資の増加を余儀なくされているのが現状である。
【０００７】
　以上の２つの問題を解決する方法として、最近蓄電池を含む二次電池が注目を浴びてき
ている。蓄電池は、需要家側に設置されていることが多く、電力を蓄えることが可能であ
り、主に次の２つの目的で設置されることが多い。
【０００８】
　１つ目の目的は、需要家側での電力コスト合理化など補助的に利用されることであり、
２つ目の目的は、小規模電力系統のマイクログリッドと電力系統を連携する連系点の潮流
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を制御するためである。
【０００９】
　ここで、１つ目の目的である需要家側での電力コスト合理化など補助的に利用する理由
を述べる。需要家は電力会社と電力契約を決める時、年間最大電力消費量を見越して超過
しないような契約を結ぶことが多い。なぜならば、超過した電力量分には電力会社へペナ
ルティを支払わなければならないからである。
【００１０】
　従って、需要家が蓄電池を持っていれば、超過した分を補償できるだけでなく、契約電
力自体も下げることができて、更に余剰電力を売電することもできるため、需要家にとっ
ては有益となる。ただ、現状では蓄電池で蓄えた電力をそのまま電力系統へ売電すること
は経済的に見合わず、分散型電源と組み合わせて、分散型電源の運転効率を改善する目的
で蓄電池を使用し、分散型電源で発電した電力量を売電することが多い。
【００１１】
　次に、２つ目の目的である小規模電力系統のマイクログリッドとしての蓄電池の利用方
法は、新エネルギーを含む分散型電源と負荷を制御して、電力系統との連系点の潮流を０
もしくは一定にすることで、系統への負担を軽減することが目的として設置される。
【００１２】
　ただ、蓄電池を制御するには、個々の蓄電池を監視し随時指令値に追従するなど複雑な
制御が必要となり、制御システムを構築するのにコストがかかるため、さらに運用する管
理者などを常駐させる必要がある。以上のように、一般的に蓄電池を導入した場合は、十
分蓄電池の性能を発揮しないまま余力を残しており、更に利用可能なポテンシャルを持っ
ている。
【００１３】
　上述したように、需要家に設置されている蓄電池は、充放電を十分な領域を利用してい
ないため、更に利用可能である。特許文献１では、この蓄電池を含む二次電池のポテンシ
ャルを埋める方法について述べている。
【００１４】
　具体的には、電力を使用する需要家側に備えられ、需要家に電力を供給する電力系統に
接続され、需要家のために充放電を行う二次電池を使用して、電力系統を制御する装置で
ある。ここでは、電力系統の制御に必要な全ての二次電池による合計充放電量を計算する
制御量演算部と、各二次電池の電力系統への感度を各二次電池の電力系統に対する制御効
果として計算する効果演算部と、制御量演算部によって計算された合計充放電量を、効果
演算部によって計算された制御効果の大きい順に各二次電池に配分するための配分計算を
行う配分量演算部とを備え、配分量演算部による配分計算の結果に基づいて、各二次電池
を制御する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開２００９－２７３３５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　特許文献１では、電力系統全体として二次電池を利用している。ここでの二次電池の利
用の仕方は、短期的な電力系統の状態変化に応じてこれを改善するに最も感度の高い二次
電池を選択して投入するというものである。この手法によれば、効率が良いものから利用
するため、使用する蓄電池が偏る可能性がある。また、系統全体の運用を考えていないた
め、現状よりもコストが割高になってしまう可能性が残る。
【００１７】
　特許文献１における電力系統全体としての二次電池の利用法は、電力系統の短期的な変
動に逐次対応したものであり、いわば電力系統の周波数制御に近い制御手法のものという
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ことができる。
【００１８】
　これに対し、本発明での利用法は、より長期的な変動に対する制御を志向している。つ
まり、経済負荷配分制御に近い制御手法の中で蓄電池を利用しようとしている。
【００１９】
　本発明では、このような蓄電池の運用及びコストを考慮しつつ、蓄電池の能力を最大限
引き出し、かつ均等に蓄電池を利用する電力系統の運用方法、運用装置および蓄電池管理
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記課題を解決するために、本発明においては、複数の蓄電池装置と複数の発電機を備
えた電力系統の運用方法において、予定日の予定時間帯に電力供給可能な蓄電池による電
力量を求め、この蓄電池による電力量を含めた電力系統の経済負荷配分計算を実施し、定
められた前記蓄電池について、予定日の予定時間帯に前記蓄電池による電力供給を実行す
る。
【００２１】
　また、予定日の予定時間帯に電力供給可能な蓄電池による電力量を求めるときに、個々
の蓄電池装置の需要家における運転計画を考慮する。
【００２２】
　また、予定日の予定時間帯に電力供給可能な蓄電池による電力量を求めるときに、個々
の蓄電池装置の出力（ｋｗ）と容量（ｋｗｈ）からの制約条件を考慮する。
【００２３】
　また、予定日の予定時間帯に電力供給可能な蓄電池による電力量を求めるときに、個々
の蓄電池装置の効率を考慮する。
【００２４】
　また、予定日の予定時間帯に電力供給可能な蓄電池による電力量を求めるときに、電力
系統における時間帯別コストを考慮する。
【００２５】
　また、予定日の予定時間帯に電力供給可能な蓄電池による電力量を求めるときに、予定
時間帯での蓄電池使用ができるように、事前に蓄電池の運用状況を変更する。
【００２６】
　上記課題を解決するために、本発明においては、複数の蓄電池装置と複数の発電機を備
えた電力系統の運用方法において、予定日の予定時間帯を指定し、当該時間帯に電力供給
可能な蓄電池による最大電力量を求め、この蓄電池による最大電力量を含めた電力系統の
経済負荷配分計算を実施し、経済負荷配分計算の結果定められた条件下で前記蓄電池によ
り供給可能な電力量を定め、再決定された電力量の蓄電池について、予定時間帯に蓄電池
による電力供給を実行する。
【００２７】
　上記課題を解決するために、本発明においては、複数の蓄電池装置と複数の発電機を備
えた電力系統の運用方法において、予定日の予定時間帯に電力供給可能な蓄電池による電
力量を含めた電力系統の経済負荷配分計算を実施し、予定日の予定時間帯に蓄電池による
電力供給を実行する。
【００２８】
　上記課題を解決するために、本発明においては、複数の蓄電池装置と複数の発電機を備
えた電力系統の運用装置において、予定日の予定時間帯を指定する手段、当該時間帯に電
力供給可能な蓄電池による最大電力量を求める電力量算出手段、この蓄電池による最大電
力量を含めた電力系統の経済負荷配分計算を実施する経済負荷配分計算手段、経済負荷配
分計算の結果定められた条件下で蓄電池により供給可能な電力量を定める電力量決定手段
、再決定された電力量の蓄電池について、予定時間帯に蓄電池による電力供給を実行する
蓄電池制御手段を備える。
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【００２９】
　また、電力量算出手段は、個々の蓄電池装置の需要家における運転計画を入力する手段
を備え、予定日の予定時間帯に電力供給可能な蓄電池による電力量を求めるときに、運転
計画を考慮する。
【００３０】
　また、電力量算出手段は、個々の蓄電池装置の出力（ｋｗ）と容量（ｋｗｈ）について
の制約データを入力する手段を備え、予定日の予定時間帯に電力供給可能な蓄電池による
電力量を求めるときに、出力（ｋｗ）と容量（ｋｗｈ）からの制約条件を考慮する。
【００３１】
　また、電力量算出手段は、個々の蓄電池装置の効率を入力する手段を備え、予定日の予
定時間帯に電力供給可能な蓄電池による電力量を求めるときに、個々の蓄電池装置の効率
を考慮する。
【００３２】
　また、電力量算出手段は、電力系統における時間帯別コストを入力する手段を備え、予
定日の予定時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による電力量を求めるときに、電力系統に
おける時間帯別コストを考慮する。
【００３３】
　また電力量算出手段は、予定日の予定時間帯に電力供給可能な前記蓄電池による電力量
を求めるときに、予定時間帯での蓄電池使用ができるように、事前に蓄電池の運用状況を
変更する制御指令を与える制御手段を備える。
【００３４】
　上記課題を解決するために、本発明においては、複数の蓄電池装置と複数の発電機を備
えた電力系統を中央給電指令装置からの指令により運用する電力系統の運用装置であって
、中央給電指令装置に備えられ予定日の予定時間帯を指定する手段、蓄電池管理装置に備
えられ当該時間帯に電力供給可能な蓄電池による最大電力量を求める電力量算出手段、中
央給電指令装置に備えられこの蓄電池による最大電力量を含めた電力系統の経済負荷配分
計算を実施する経済負荷配分計算手段、および経済負荷配分計算の結果定められた条件下
で蓄電池により供給可能な電力量を定める電力量決定手段、
蓄電池管理装置に備えられ再決定された電力量の蓄電池について、予定時間帯に蓄電池に
よる電力供給を指示する指示手段、電力系統各所に設置され充放電制御機能と通信機能と
を有し、蓄電池管理装置に蓄電池情報を送信するとともに、蓄電池管理装置からの電力供
給指示に従い充放電制御を実行する蓄電池装置を備える。
【００３５】
　また、蓄電池管理装置に送信する蓄電池情報として、当該蓄電池装置の運転計画、当該
蓄電池装置の制約データ、蓄電池装置の効率を含む。
【００３６】
　また、蓄電池管理装置は、中央給電指令装置から電力系統における時間帯別コストを得
る。
【００３７】
　上記課題を解決するために、本発明においては、電力系統各所に設置され充放電制御機
能と通信機能とを有する蓄電池装置と、蓄電池装置が供給する電力量を加味した経済負荷
配分計算を実行して電力系統の複数の発電機に出力指令を与える中央給電指令装置に接続
された蓄電池管理装置において、蓄電池管理装置は、中央給電指令装置から指定された予
定日の予定時間帯に電力供給可能な蓄電池による最大電力量を求める電力量算出手段と、
中央給電指令装置での経済負荷配分計算の結果定められた蓄電池装置により供給可能な電
力量を蓄電池装置に送信する送信手段を備える。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によれば、蓄電池を有効利用するため、電力会社の火力、水力、原子力発電機な
どの発電機の運転台数を削減することで、発電に関わる維持管理費や運転コストや人件費
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などを削減できる上、ＣＯ２などの温室効果ガスを削減することが可能となる。
また、本発明の実施例によれば、以下の効果が期待できる。蓄電池を、蓄電池管理装置で
まとめて管理することが可能となるため、蓄電池１つ１つを個別で管理、制御しなくて済
むため、大幅な人件費削減、設備投資削減をすることが出来る。
【００３９】
　需要家にとって、蓄電池余力を活用することで、追加収入を獲得することができる。
【００４０】
　電力会社からみて、需給調整可能な電源であるため、蓄電池を供給予備力として、なお
かつ負荷よりも電源が多い場合には余剰電力対策として出力調整が可能な信頼性の高い電
源として運用することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明が適用される電力系統とその制御システムの概略を示した図。
【図２】蓄電池群運用指令装置３からの蓄電池運用指令Ｃの一例を示す図。
【図３】蓄電池管理装置４の充放電余力最大集約量計算機能の一例を示す図。
【図４】制約データ記憶部ＤＢ１に記憶される制約データＤ２の例を示す図。
【図５】指定された時点でＳＯＣを担保するＳＯＣ目標制約の考え方を示す図。
【図６】ある時点でスケジュール相当のＳＯＣを確保するＳＯＣ確保制約を示す図。
【図７】中央給電指令所から蓄電池管理装置に指令を与える例を示す図。
【図８】蓄電池管理装置４にスケジュール決定機能を備えた図。
【図９】時間帯別の発電コストの例を示す図。
【図１０】特性データ記憶部ＤＢ４に記憶される特性データＤ４の例を示す図。
【図１１】ＰＣＳ効率と負荷率の関係を示す図。
【図１２】ＰＣＳと電池を含んだ負荷率と効率の関係を示す図。
【図１３】計画変更したときの蓄電池１の充放電、ＳＯＣの変化を示す図。
【図１４】計画変更したときの蓄電池２の充放電、ＳＯＣの変化を示す図。
【図１５】計画変更したときの蓄電池３の充放電、ＳＯＣの変化を示す図。
【図１６】計画変更したときの蓄電池４の充放電、ＳＯＣの変化を示す図。
【図１７】容量を最大限活用する場合の蓄電池１の充放電、ＳＯＣの変化を示す図。
【図１８】容量を最大限活用する場合の蓄電池２の充放電、ＳＯＣの変化を示す図。
【図１９】容量を最大限活用する場合の蓄電池３の充放電、ＳＯＣの変化を示す図。
【図２０】容量を最大限活用する場合の蓄電池４の充放電、ＳＯＣの変化を示す図。
【図２１】蓄電池管理装置４を階層化して構成する事例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下、実施例について図面を参照して詳細に説明する。
【実施例１】
【００４３】
　図１は、本発明が適用される電力系統とその制御システムの概略を示したものである。
ここで、電力系統は、火力Ｇ１、水力Ｇ２、原子力Ｇ３などの発電機と、母線Ｂ、変圧器
Ｔｒ、送電線Ｌｉなどの送変電機器と、負荷Ｌｄなどで構成されている。電力系統はさら
に、近年増加してきた需要家あるいは系統側の蓄電池装置６を含む。本発明では、この蓄
電池装置６に着目している。
【００４４】
　係る電力系統の運用として、電力会社では電力需給バランスを維持する需給運用を実施
する。需給制御は、時々刻々と変動する負荷に対して発電量を一致させるための制御であ
り、十数分以上の長周期電力変動成分を対象とする経済負荷配分制御と、数分から数十分
の短周期電力変動成分を対象とする周波数制御からなる。
【００４５】
　中央給電指令所Ｆは、需給制御のために経済負荷配分制御信号と、周波数制御信号を作
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成し、これらの発電機Ｇに対して電力要求指令Ｐｄを与える。このうち、経済負荷配分制
御機能では、電力系統全体の発電費用を考慮して、系統に並列する火力、水力、原子力な
どの発電機を決定し、かつ各発電所の最適出力配分を決定するいわゆる経済運用の対象と
し、あらかじめ定めた１日の間の負荷曲線（日負荷曲線）に基づいて計画運転を行ってい
る。
【００４６】
　本発明では、既存の火力、水力、原子力などの発電機に加えて、蓄電池装置６も経済負
荷配分制御機能の制御対象に含めた電力需給運用を実施する。具体的には、中央給電指令
所Ｆ内の経済負荷配分制御装置Ｅの機能の一部に蓄電池装置６に対する蓄電池運用指令Ｃ
を作成する蓄電池群運用指令装置３を追加設置している。
【００４７】
　経済負荷配分制御装置Ｅの内部で、発電機群や蓄電池装置群に与えられる電力要求指令
Ｐｄを作成する手法は、従来からの種々の考え方が採用可能である。重要なことは、電力
系統全体の経済負荷配分運用の中に蓄電池装置６も組み込まれて、蓄電池装置群に対する
総電力要求指令が決定されることである。火力、水力、原子力とともに、蓄電池も含めた
経済負荷配分を実行することである。
【００４８】
　このためには、電力系統各所に散在する蓄電池装置個々の運転状況を把握管理する必要
があり、蓄電池管理装置４において経済負荷配分制御が実行される将来の日（例えば明日
）に蓄電池装置群が供給可能な電力量を算出する。
【００４９】
　蓄電池群運用指令装置３は、明日の状況を蓄電池管理装置４に問い合わせ（蓄電池運用
指令Ｃ１）、蓄電池装置群が供給可能な電力量（応答信号Ｒ１）を確認し、電力系統全体
での経済負荷配分を実行し、その結果に応じて最終的に蓄電池管理装置４に対して蓄電池
の運用制御を指令（蓄電池運用指令Ｃ２）する。
【００５０】
　蓄電池群運用指令装置３からの蓄電池運用指令Ｃは２段階に行われる。第１段階の明日
の状況問い合わせ（蓄電池運用指令Ｃ１）は、例えば図２に示すように昼間の１２時から
１８時までの間に蓄電池装置から所定電力を供給することを問い合わせ（連絡）たもので
ある。図の例では、この期間の毎時の電力量は一定とされているが、任意の電力量とする
ことが可能である。なお、図示していないが、充電については例えば早朝の４時から７時
の間に行うことが指示される。
【００５１】
　他方、本発明において制御の対象となる蓄電池についてみると、これは蓄電池を含む二
次電池であり、需要家負荷のバックアップ用、マイクログリッドと電力系統の連系点に設
置された潮流制御用などの目的で準備設置された蓄電池が本発明に利用できる。
【００５２】
　但し、本発明に適用可能な蓄電池装置６としては、電力変換装置などを併用することに
より電力系統との間で電力の授受が行えること、電池の充放電量あるいは電池状態が計測
できること、及び通信装置を備えて蓄電池管理装置４との間で制御指令や蓄電池情報など
の受け渡しが行えることを必須の要件とする。
【００５３】
　図１において蓄電池管理装置４は、中央給電指令所Ｆ内の蓄電池群運用指令装置３から
蓄電池運用指令Ｃを受け、複数の蓄電池装置６に制御指令を与え、また複数の蓄電池装置
６から蓄電池情報などを受け取る。
【００５４】
　以下、蓄電池管理装置４について、その機能を中心にして説明する。まず図３を用いて
蓄電池装置６の充放電余力の最大集約量を計算する最大集約量計算機能について説明する
。この機能は、予定された時間帯に、予定された電力量を放電するために必要な蓄電池容
量以上の蓄電池容量が確保されていることを確認するものである。
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【００５５】
　この機能の実現のために蓄電池管理装置４は、蓄電池装置６から蓄電池の充放電スケジ
ュールＤ１や、蓄電池定格出力、蓄電池容量などの制約データＤ２や、ＳＯＣおよび出力
Ｐといった計測情報Ｄ３を得る。蓄電池装置６からの充放電スケジュールＤ１、制約デー
タＤ２、計測情報Ｄ３は、図３のデータ受信部４１で受信して、制約データ記憶部ＤＢ１
に記憶される。
【００５６】
　このうち、蓄電池の充放電スケジュールＤ１は、蓄電池装置６を有する需要家側の運転
計画によるスケジュールである。例えば、蓄電池装置６ａは、特定月の特定日には点検の
ために停止するとか、何時から何時までは放電運転（あるいは充電運転）を定期的に実行
するといった需要家側の運転計画に基づくものである。これらの需要家側の運転計画には
、変更可能なものと、変更不可能なものとがある。
【００５７】
　最大集約量計算機能を実施するに当っては、需要家側のこれらのスケジュールが配慮さ
れる。例えば停止が予定されているのであれば、この蓄電池出力を最大集約量計算に考慮
しないとか、放電運転が予定されているのであれば、この放電量を計算に組み入れるとい
った配慮を行う。あるいは逆に、スケジュール化された放電運転の時間帯はその時間帯に
限定されない、従って変更可能なスケジュールである場合もある。
【００５８】
　図４は、制約データ記憶部ＤＢ１に記憶されるデータのうち、制約データＤ２の例を示
す。制約データＤ２は、本発明制御に使用可能な電力系統の蓄電池６ａ、６ｂ、６ｃ、６
ｄについて、出力（ｋｗ）、容量（ｋｗｈ）、ＳＯＣ（％）（充電状態：ｓｔａｔｅ　ｏ
ｆ　ｃｈａｒｇｅ）などが数値として記憶される。なお、ＳＯＣについては初期値、最終
値、下限値、上限値として細かに記憶されている。
【００５９】
　これらの蓄電池の充放電スケジュールＤ１および制約データＤ２は、蓄電池装置６を運
用する上で制約となるデータ（制約データ）であり、以下にこれらデータで定まる制約条
件について説明する。制約条件としては、（１）式から（４）式のような電力量ｋＷｈか
らの制約と、（５）式から（７）式のような電力ｋＷからの制約があり、実運転に際して
考慮すべき範囲、領域である。なお、計測情報Ｄ３は、ＳＯＣおよび出力Ｐについての計
測値である。
【００６０】
　まず、電池状態ＳＯＣのバランス制約について、需要家番号をｉ、時刻をｔとしたとき
に、需要家番号ｉのＳＯＣの現在の状態（ＳＯＣｉｔ）は、ＳＯＣの初期状態（ＳＯＣｉ
０）から、電池出力Ｐｉｔで運転したときの状態変化量（Σ蓄電池充放電効率αｉ×電池
出力Ｐｉｔ）を差し引いて（１）式で求められる。
［数１］
ＳＯＣｉ０－Σαｉ×Ｐｉｔ＝ＳＯＣｉｔ・・・（１）
　この場合に、ＳＯＣの現在の状態（ＳＯＣｉｔ）は、図４に記憶されたＳＯＣの上下限
値（上限値ＳＯＣＵｉ、下限値ＳＯＣＬｉ）の範囲内とされる必要がある。（２）式にＳ
ＯＣ上下限制約を示す。
［数２］
ＳＯＣＬｉ≦ＳＯＣｉｔ≦ＳＯＣＵｉ・・・（２）
　また、ＳＯＣの現在の状態（ＳＯＣｉｔ）は、指定されたある時点ｔでは、ＳＯＣを担
保するためのＳＯＣ目標制約ＳＯＣＥｉとする必要がある。（３）式は、目標制約との関
係を表している。なお、図５は（３）式の関係を時間ｔ（横軸）に対するＳＯＣの値（縦
軸）として示したものである。この図は、初期状態ＳＯＣｉ０と、その後の運転状態が如
何なる変遷を辿ってもよいが、指定されたある時点ｔでは、ＳＯＣを担保するためのＳＯ
Ｃ目標制約ＳＯＣＥｉにすることが求められることを意味している。
［数３］
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ＳＯＣｉｔ＝ＳＯＣＥｉ・・・（３）
　また、蓄電池をスケジュールに従って、ある期間放電運転する場合に、期間中の出力Ｐ
ｉｔを確保し、かつ期間経過後のＳＯＣを下限値ＳＯＣＵｉ以上に保つ必要がある。（４
）式はこの関係を示している。また、図６は、この関係を表している。この関係が、ある
時点ｔでスケジュール相当のＳＯＣを確保するＳＯＣ確保制約である。
［数４］
ＳＯＣｉｔ－Σαｉ×Ｐｉｔ≧ＳＯＣＵｉ・・・（４）
　上記の（１）から（４）式が、電力量ｋＷｈからの制約である。次に電力量ｋＷからの
制約について説明する。
【００６１】
　（５）式は、蓄電池充放電の上下限制約を示す。つまり、現在の充放電出力は、指定さ
れた上下限値（上限値ＰＵｉ、下限値ＰＬｉ）の範囲内とされる必要がある。
［数５］
ＰＬｉ≦Ｐｉｔ≦ＰＵｉ・・・（５）
　また、蓄電池をスケジュールに従って放電運転する場合の蓄電池集配信スケジュール上
下限制約を（６）式に示す。
［数６］
ＰｓＬｉ≦Ｐｉｔ≦ＰｓＵｉ・・・（６）
　また、蓄電池をスケジュールに従って放電運転する場合の蓄電池スケジュール上下限制
約を（７）式に示す。
［数７］
ＰｄＬｉ≦Ｐｉｔ≦ＰｄＵｉ・・・（７）
　他方、蓄電池管理装置４内の蓄電池パターン設定部４２では、電力系統全体として蓄電
池装置群が負担すべき電力量の計画が、時間に対する大きさの信号（パターン信号）とし
て、運転員により設定することができる。このパターンは蓄電池パターン設定記憶部ＤＢ
２に記憶される。このパターンは、例えば図２のように表されており、１２時から１８時
までの間、蓄電池装置群から所定の出力を送出するべく設定、記憶されている。なお運転
員による設定は、基本的には中央給電指令所Ｆで決定された蓄電池運用指令Ｃ１を手入力
するものであり、運転員の介在により、微調整、事情の急変などに対応可能である。
【００６２】
　蓄電池装置余力最大集約量計算部４５では、蓄電池パターン設定記憶部ＤＢ２に記憶さ
れている電力パターンでの蓄電池装置による電力供給を実現すべく、制約データ記憶部Ｄ
Ｂ１に記憶されたデータを評価し、蓄電池群としての電力供給に貢献できるか、また貢献
できるときにその大きさが如何ほどかを決定する。
【００６３】
　蓄電池装置余力最大集約量計算部４５では、例えば次の手順でこの判断を実施する。ま
ず、蓄電池装置６ａについて、これが電力供給に貢献できるものか否かを確認する。例え
ば、蓄電池の充放電スケジュールＤ１をチェックしたときに、当該日の１２時から１８時
までの間運転停止予定であれば、除外しなくてはならない。なお、蓄電池の充放電スケジ
ュールＤ１の中には、指定時間帯以外での放電を予定している場合もあり、この場合には
この部分の放電余力を除外してカウントされる。また、稼動していても、制約条件（１）
から（７）式に該当する可能性がある。
【００６４】
　制約条件に該当せず、当該期間にフルに電力供給可能であるなら、この出力を余力最大
集約量にカウントする。これらの判断では、フル期間の貢献はできないが、短時間なら可
能とか、出力を落とせばできるといったケースもある。あるいは、今の状態では電力供給
に貢献できないが、電力供給予定時刻までに充電完了すべく当該蓄電池装置に充電指示を
与えた上で、この出力を余力最大集約量にカウントするといったことも可能である。
【００６５】
　蓄電池装置余力最大集約量計算部４５では、全ての蓄電池装置６について、上記判断を
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繰り返し、供給可能電力を積み上げていく。このようにして各蓄電池の余力を最大にする
最大集約量を算出する。後で説明するように複数の蓄電池装置６の中から、効率や、コス
トを最小にする組み合わせを選択していくことができる。
【００６６】
　図７の実施例では、図３の実施例の蓄電池パターン設定部４２をデータ受信部４４に変
更する。そのうえで、中央給電指令所Ｆ内の蓄電池群運用指令装置３からの蓄電池運用指
令Ｃ１をデータ受信部４４で受信し、これを要求パターンデータ記憶部ＤＢ３に記憶する
。なお、蓄電池パターン設定記憶部ＤＢ２と要求パターンデータ記憶部ＤＢ３はほぼ同じ
内容を記憶しており、この記憶内容が設定手段４２から与えられるか、中央給電指令所Ｆ
からの指令にリンクして与えられるかといった点でのみ相違する。図７の実施例における
その他の動作は図３と同じであるので、ここでの説明を省略する。
【００６７】
　図８に、本発明の蓄電池管理装置４のスケジュール計算機能の例を示す。スケジュール
計算は、蓄電池装置スケジュール計算部５２において、各蓄電池装置６の充放電について
のスケジュールを求める。この計算結果は、蓄電池スケジュール計算結果記憶部ＤＢ６に
記憶される。
【００６８】
　蓄電池装置スケジュール計算部５２においてスケジュール決定を実行するに当り、基礎
とする情報は、余力最大集約量計算部４５で求めた余力最大集約量である。蓄電池装置ス
ケジュール計算部５２では、余力最大集約量のスケジュール化を実行するに当り、さらに
幾つかの情報を外部から得る。
【００６９】
　新たな外部入力は、時間帯別の発電コストである。発電コストの情報Ｃ１は、蓄電池群
運用指令装置３からデータ受信部４４を経由して入力し、時間帯別発電コストデータ記憶
部ＤＢ４に保管する。なお、この発電コストの情報Ｃ１は、運転員による直接入力として
もよい。
【００７０】
　図９は時間帯別の発電コストのデータの一例を示している。電力系統全体の時間当たり
の発電コストは、電力需要が大きくなる昼間の午後（１５時から１７時）に発電単価の高
い火力発電所を投入することになるために全体コストが高くなり、電力需要が小さい夜間
には発電単価の高い発電設備を停止し、発電単価の低い原子力発電所の割合が大きくなる
ために全体コストが低くなる。このことは、蓄電池装置６の運用としては、昼間の午後（
１５時から１７時）に放電を行わせることが電力系統全体の発電コスト低減に寄与するこ
とを意味する。また、充電は発電コストが低い夜間に行っておくのがよいことを意味して
いる。
【００７１】
　他の新たな外部入力は、蓄電池のインセンティブコスト及び充放電効率の情報Ｄ４であ
る。これらの情報Ｄ４は、蓄電池装置６側からデータ受信部４１を経由して入力し、蓄電
池装置特性データ記憶部ＤＢ５に保管する。
【００７２】
　図１０は、特性データ記憶部ＤＢ５に記憶される特性データＤ４の例を示している。こ
の図に示すように、蓄電池ごとの充電、放電におけるスケジュール変更インセンティブコ
スト、追加充放電インセンティブコスト、あるいは効率などの情報がここに記憶される。
【００７３】
　また、蓄電池装置特性データ記憶部ＤＢ５の蓄電池システムの特性情報としては、図１
１のようなＰＣＳ（ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓｙｓｔｅｍ）効率と負荷率の関係や
、図１２のようなＰＣＳと電池を含んだ負荷率と効率の関係などの情報を含むものとする
のがよい。図１１のＰＣＳ効率は負荷率が高いほど効率が高くなる傾向を示すが、電池と
組み合わされた場合には、負荷率が高いと効率が低下する電池特性が支配的となり、山状
の効率を示す。このため、最高効率付近での運転を行うには、各蓄電池特性を反映した蓄
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電池の組合せとするのがよい。
【００７４】
　蓄電池装置スケジュール計算部５２では、蓄電池装置余力最大集約量計算部４５で求め
た余力最大集約量をスケジュール化するに当り、時間帯別発電コストデータ記憶部ＤＢ４
に記憶された電力系統側のコストの情報と、蓄電池装置特性データ記憶部ＤＢ５に記憶さ
れた蓄電池側の効率の情報とを加味して、指定された時間内に稼動可能な蓄電池装置と、
稼動時間帯、出力などを決定する。
【００７５】
　蓄電池装置スケジュール計算部５２で求めた計算結果は、蓄電池スケジュール計算結果
記憶部ＤＢ６に記憶される。この記憶データ（余力の集約結果、更にこのときのコストな
ど）は、図１の応答信号Ｒ１としてデータ送信部４８を介して中央給電指令所Ｆ内の蓄電
池群運用指令装置３に送信される。
【００７６】
　蓄電池群運用指令装置３では、この内容を入力して経済負荷配分計算に取り込む。経済
負荷配分計算での蓄電池分の取り扱いは種々あり得るが、蓄電池に最優先に配分し、残り
の電力量を火力、水力、原子力で配分するという考えがある。また、瞬時の負荷変動に対
応しやすいので、負荷変動が予定把握されている時間帯に集中的に投入するという考えも
あり得る。いずれにせよ、蓄電池分は経済負荷配分に組み込まれて、その結果として、最
終的な運用指令Ｃ２が決定される。
【００７７】
　運用指令Ｃ２は蓄電池管理装置４に送られ、指令受信部４９を経由して蓄電池スケジュ
ール計算結果記憶部ＤＢ６に送られる。このときの運用指令Ｃ２は、蓄電池装置６の組み
合わせパターンの情報と活用量を含む。この結果として、蓄電池装置スケジュール計算部
５２で当初準備した稼動可能な蓄電池装置６の中から、運用指令Ｃ２に従い選択された蓄
電池についての蓄電池スケジュールが、データ送信部５４を介して、需要家の蓄電池装置
６へ送信されて、所定の時間に、所定の操作を行うことで、電力系統全体としての経済負
荷配分運用に貢献する。
【００７８】
　ここで、最大余力集約量計算により求められ蓄電池スケジュール計算結果記憶部ＤＢ６
に記憶された蓄電池群による電力配分計画を初期計画とするときに、経済負荷配分の検討
結果を受けた運用指令Ｃ２よる電力配分計画は最終計画と称すべきものである。初期計画
と最終計画は同じ内容である場合も、変更される場合もある。
【００７９】
　図８に示す本発明の実施例では以上のように構成されて、蓄電池装置による電力系統の
運用改善に貢献する。なお、蓄電池管理装置４と、中央給電指令所Ｆ内の蓄電池群運用指
令装置３と、更には運転員の作業、機能分担により、幾つかの装置構成、あるいは運用手
法とすることが考えられる。
【００８０】
　例えば、蓄電池群運用指令装置３は、経済負荷配分計算を最初に実行し、ここで定めた
時間帯と電力量を蓄電池運用指令Ｃ１として指定し、蓄電池管理装置４はこの要求を満足
する蓄電池装置の組み合わせまで決定するものとすることができる。この場合には、応答
信号Ｒ１、第２の運用指令Ｃ２の処理を実行しない。
【００８１】
　あるいは、蓄電池群運用指令装置３は、蓄電池運用指令Ｃ１として時間帯のみ指定し、
蓄電池管理装置４はこの時間帯に稼動可能な蓄電池装置と全電力量を計算し、蓄電池群運
用指令装置３または運転員がこの中から要求を満足する蓄電池装置の組み合わせを決定す
る運用とすることができる。
【００８２】
　このように、装置構成する場合は、あるいは機能分担する場合など、幾つかの変形構成
を採用することができるが、本発明の趣旨としては電力系統の経済負荷配分の全体運用の
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中に蓄電池装置を組み込むことである。経済負荷配分の中に蓄電池装置を組み込むうえで
、本発明の趣旨を逸脱しない範囲での多くの変更が可能なことは言うまでもない。
【００８３】
　次に、初期計画を修正し、最終計画を求めたときの運用パターンについて、蓄電池装置
を４台でシミュレーションした時のケースについて説明する。なお初期計画とは、需要家
の蓄電池装置６の空き容量を、最大限活用するときの最大出力を計算して蓄電池計画とし
たものである。この初期計画の算出には、図４の蓄電池の出力、容量、ＳＯＣなどの制約
条件、図１０のインセンティブコスト情報、図９の時間毎の発電コストが反映されており
、各蓄電池の放電出力最大化、コスト最小化とされている。
【００８４】
　ここでは、初期に計算した計画に変更があった場合に、再計算をしなおし制約条件を満
たす最適解を求めることが可能であることを示す。なお、再計算は蓄電池群運用指令装置
３と蓄電池管理装置４のどちらで実行することも可能である。その場合に計算に必要な情
報は適宜融通される。
【００８５】
　図１３から図１６は、それぞれ蓄電池６ａ、蓄電池６ｂ、蓄電池６ｃ、蓄電池６ｄのグ
ラフであり、これらのグラフで、横軸に１日の時間、縦軸に充放電（ｋｗ）と、ＳＯＣ（
ｋｗｈ）を表示している。充放電の初期計画を白抜きの棒グラフ、最終計画を黒い棒グラ
フで示している。また、ＳＯＣの初期計画を白丸の折れ線グラフ、最終計画を黒四角の折
れ線グラフで示している。棒グラフについて、白と黒が交互に表示された部分は、初期計
画と最終計画が同じ（変更なし）であることを意味している。また折れ線グラフについて
、丸の部分が黒のみの表記があり白丸がない場合には、初期計画と最終計画が同じ（変更
なし）であることを意味している。
【００８６】
　図１３から図１６の４つの蓄電池装置は、いずれも早朝の時間帯に充電を行い、昼間か
ら夕刻にかけて放電を実施している。そして、白表示の初期計画では、図１３から図１６
の４つの蓄電池装置の合計で、所望のパターンの放電量を確保している。
【００８７】
　最終計画では、１５時に４０ｋＷの出力となるように、中央給電指令所Ｆからの蓄電池
運用指令Ｃ２が変更設定されたものとする。この場合に、目的関数をコスト最小化にして
再計算している。最終的には、特に蓄電池６ｂと蓄電池６ｄの放電パターンにおいて変更
が大きく現れ、１３時から１５時までの最大指定時刻に集中し、初期計画からシフトして
いることがわかる。以上のように、初期計画から変更してもコスト最小の制約条件を満た
したまま、変更することが出来ることがわかる。
【００８８】
　さらに図１３から図１５の条件のもとで出力最大値を計算したあと、出力を設定して、
コスト最小化となる蓄電池の計画のうち、出力が最大のケースを考慮した。図１７から図
２０は、初期計画と最終計画の蓄電池６ａから蓄電池６ｄまでの充放電パターンを示した
ものである。蓄電池６ａと蓄電池６ｂはインセンティブコストが安いためスケジュールの
変更が大きく、パターン指定時刻以外の放電量は低減していることがわかる。蓄電池６ｃ
と蓄電池６ｄはインセンティブコストが高いためスケジュールが変化していないことがわ
かる。以上のように、初期計画から変更しても制約条件を満たしたまま、容易に変更する
ことも出来ることがわかる。
【００８９】
　なお、図１において蓄電池管理装置４を構成するに当たり、電力系統の蓄電池装置の数
が多い場合や、負荷分散のため分割した方が管理しやすい場合には、図２１のように蓄電
池管理装置４を階層化して構成することが可能である。例えば４ａの部分に計算部や記憶
部を配置し、４ｂ、４ｃを地域的に分散してデータ受信部やデータ送信部を中心に配置す
る。あるいは、４ａを設けず、複数の図８装置４ｂ、４ｃを地域的に分散配置することで
あってもよい。
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【符号の説明】
【００９０】
　Ｂ：母線、Ｃ：蓄電池運用指令、ＤＢ１：制約データ記憶部、ＤＢ２：蓄電池パターン
設定記憶部、ＤＢ３：要求パターンデータ記憶部、ＤＢ４：時間帯別発電コストデータ記
憶部、ＤＢ５：特性データ記憶部、ＤＢ６：蓄電池スケジュール計算結果記憶部、Ｅ：経
済負荷配分制御装置、Ｆ：中央給電指令所、Ｇ１：火力発電機、Ｇ２：水力発電機、Ｇ３
：原子力発電機、Ｐｄ：電力要求指令、Ｔ：変圧器、Ｌｉ：送電線、Ｌｄ：負荷、３：蓄
電池群運用指令装置、４：蓄電池管理装置、６：蓄電池装置、４２：蓄電池パターン設定
部、４４：データ受信部、４５：蓄電池装置余力最大集約量計算部、５２：蓄電池装置ス
ケジュール計算部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】
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【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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